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地方独立行政法人長野市民病院 役員報酬等規程 

 

成 月 日 

規 程 第  号 

 

。趣旨) 

第1条 規程 地方独立行政法人長野市民病院。以 法人 いう ) 理事長 副理

事長 理事及び監事。以 役員 いう ) 報酬等 関 必要 事項を定  

。役員 報酬) 

第2条 役員 報酬 常勤 役員 い 基本給 役員手当 地域手当 通勤手当 単

身赴任手当及び賞与 非常勤 役員 い 非常勤役員手当  

2 役員 職員を兼 役員報酬 地方独立行政法人長野市民病院職員給与規程

成「8 規程第 号 以 職員給与規程 いう 並び 地方独立行政法人長野市民病院

非 規職員給与規程 成「8 規程第 号 以 非 規職員給与規程 いう 規定

支給さ 給与及び役員手当 時間外勤 手当を支給 い 者 除く

 

。報酬 支給日) 

第3条 常勤 役員 報酬 支給日 職員 例  

2 非常勤 理事 報酬 非常勤 理事 業 を執行 日 属 月 翌月 職員 

給料 支給日 支給  

3 非常勤 監事 報酬 支給日 い 理事長 別 定  

。基本給) 

第4条 基本給 次 掲 額  

 。1) 理事長  月額1,0」4,000  

 。「) 副理事長 月額  817,000  

 。」) 理事   月額 705,000  

。役員手当) 

第5条 役員手当 次 掲 額  

。1) 理事長  月額 「00,000  

。「) 副理事長 月額 150,000  

。」) 理 事  月額 1「0,000  

。地域手当 通勤手当及び単身赴任手当)  

第6条 地域手当 通勤手当及び単身赴任手当 額及びそ 支給方法 職員 例  

 。賞与) 

第7条 賞与 毎 5月」1日及び11月」0日。以 日を 基準日 いう ) 在職

常勤 役員 対 支給 基準日 属 月 任期 満了 退職 又 死

亡 場合 い 同様  

2 常勤 役員 賞与 額 基準日 基本給及び地域手当 合計額 6月 支給
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場合 い 100分 145 1「月 支給 場合 い 100分 165を乗 得 額

基準日以前6月以 期間 常勤 役員 在職期間 区分 応 地方独立

行政法人長野市民病院職員給与規程施行要綱第9条1項 定 割合を乗 得 額  

3 次 各号 い 該当 第 項 規定 わ 当該各号 基準日 

係 賞与 第 号 規定 掲 者 あ そ 支給を一時差 賞与 支給 

い  

。1) 基準日 当該基準日 対応 支給日 前日ま 間 地方独立行政法人法 成 

15 法 第118号 。以 法 いう ))第17条第 項第 号及び第 項 規定 解任

さ 常勤 役員 

。「) 基準日前 箇月以 又 基準日 当該基準日 対応 支給日 前日ま 間 離 

職 常勤 役員 そ 離職 日 当該支給日 前日ま 間 禁錮以 刑 処  

 

。」) 前項 規定 賞与 支給を一時差 者 当該差 を 消さ  

者を除く そ 者 在職期間中 行為 係 刑事事件 関 禁錮以 刑 処  

 

 。非常勤役員 手当等) 

第8条 非常勤役員 手当 額 次  

。1) 副理事長 日額」0,000  

。「) 監事   日額」0,000  

2 前項 定 額 ほ 通勤 要 費用 相当額 勤 日1日 「,000 を

支給  

。役員 退職手当)  

第9条 常勤 役員 職員を兼 場合を除く 退職。任期満了又 死亡 場合を含 )

退職手当を支給  

2 非常勤役員 退職手当 支給 い  

3 常勤 役員 支給 退職手当 額 退職時 基本給 常勤役員 在職 数を

乗 得 額  

4 前項 退職手当 額を定 当 任期期間中 業績評価 結果 業

対 貢献度等を総合的 案 前項 規定 退職手当 額 100分 「0

範囲 を増額 又 減額  

5 傷病又 死亡 退職 前「項 規定 算定 金額 退職時 給

料月額 100分 150 業 傷病又 死亡 退職 100分 「00 相当

金額を加算 支給  

6 第1項 在職期間 計算 地方独立行政法人長野市民病院職員退職手当規程 成「8 規

程第 号 適用を 職員 例  

7 前 項 規定 退職手当 第 項 業績評価 結果を 支給  

8 法第17条第「項。第1号を除く )又 第」項 規定 理事長を解任さ 場合 退職手

当 支給 い  
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。旅費) 

第10条 役員 職 旅行 場合 旅費を支給  

2 前項 旅費 額及び支給方法 い 職員 例  

。災害補償) 

第11条 職員。地方公 員災害補償法。昭和4「 法 第1「1号)第「条 規定 職員をいう )

以外 役員 う 労働者災害補償保険法 昭和「「 法 第50号 規定 適用を い

災害補償 い 同法 例  

。報酬等 支給方法) 

第12条 役員 報酬及び退職手当 支給方法 支給制限等 い 規程 定

ほ 職員 例  

 。補則) 

第13条 規程 定 ほ 役員 報酬 関 必要 事項 理事長 別 定  

 

附 則 

規程 成 28 4 月 1 日 施行  


